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原子力技術研究所 原子力事業者防災業務計画における読み替えについて 

 

 

平素より弊事業所運営に関しまして、格別のご指導とご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。さて、令和４年１０月３日付けで修正した原子力技術研究所原子力事業者防災業務計

画について、国土交通省自動車局の組織改編に伴い、記載の変更が必要となりました。 

つきましては、次回修正までの期間、添付資料のとおり読み替えにより運用いたします

のでご連絡申し上げます。 

 

 

添付資料 

原子力技術研究所 原子力事業者防災業務計画読み替え表 

以 上 

 

 

CA-23-003 



原子力技術研究所 原子力事業者防災業務計画読み替え表 

現 行 読み替え後 理 由 

別図第３ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報箇所 

 
 

別図第３ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報箇所 

 

 

 

 

 

 

○国土交通省自動車 

局の組織改編に伴 

う読み替え 

 

　内閣官房 
　　（内閣情報集約センター）

　内閣官房 

　（内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付）

　内閣府　

　　政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付

　国土交通省

　　総合政策局　技術安全課

　国土交通省　（事業所外運搬：陸上）

　　自動車局　環境政策課

　国土交通省　（事業所外運搬：海上）

　　海事局　検査測度課

　国土交通省　海上保安庁　横浜海上保安部

　　川崎海上保安署　救難課

◎原子力規制委員会　原子力規制庁

　　緊急事案対策室

◎原子力規制委員会　原子力規制庁　

　　川崎原子力規制事務所

◎神奈川県　くらし安全防災局

　　総務危機管理室

　神奈川県　警察本部

　　警備部　危機管理対策課

　神奈川県　川崎臨港警察署

　　警備課

◎川崎市　総務企画局
　　危機管理室

　川崎市　消防局

　　警防部　指令課

　川崎市　臨港消防署

　　警防課

　厚生労働省　労働基準局

　　川崎南労働基準監督署　安全衛生課

　浮島共同防災協議会

　　事務局

◎東京都　総務局

　　総合防災部　防災計画課

　大田区

　　総務部　防災危機管理課　計画担当

　警視庁　
　　警備部　災害対策課

　東京消防庁

　　総合指令室

：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先等

（ファクシミリ送信及び電話によるファクシミリ着信の確認）

：ファクシミリ送信

◎ ：警戒事態発令時の連絡先

　内閣府（内閣総理大臣）

（通報先:原子力災害対策・核物質防護課と同じ）

原子力技術研究所
原子力防災管理者

　内閣官房 
　　（内閣情報集約センター）

　内閣官房 

　（内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付）

　内閣府　

　　政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付

　国土交通省

　　総合政策局　技術安全課

　国土交通省　（事業所外運搬：陸上）

　　物流・自動車局　環境政策課

　国土交通省　（事業所外運搬：海上）

　　海事局　検査測度課

　国土交通省　海上保安庁　横浜海上保安部

　　川崎海上保安署　救難課

◎原子力規制委員会　原子力規制庁

　　緊急事案対策室

◎原子力規制委員会　原子力規制庁　

　　川崎原子力規制事務所

◎神奈川県　くらし安全防災局

　　総務危機管理室

　神奈川県　警察本部

　　警備部　危機管理対策課

　神奈川県　川崎臨港警察署

　　警備課

◎川崎市　総務企画局
　　危機管理室

　川崎市　消防局

　　警防部　指令課

　川崎市　臨港消防署

　　警防課

　厚生労働省　労働基準局

　　川崎南労働基準監督署　安全衛生課

　浮島共同防災協議会

　　事務局

◎東京都　総務局

　　総合防災部　防災計画課

　大田区

　　総務部　防災危機管理課　計画担当

　警視庁　
　　警備部　災害対策課

　東京消防庁

　　総合指令室

：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先等

（ファクシミリ送信及び電話によるファクシミリ着信の確認）

：ファクシミリ送信

◎ ：警戒事態発令時の連絡先

　内閣府（内閣総理大臣）

（通報先:原子力災害対策・核物質防護課と同じ）

原子力技術研究所
原子力防災管理者

添付資料 



 

現 行 読み替え後 理 由 

別図第４ 様式第７（事業所外運搬の場合は様式第７の２）の社外との報告・連絡箇所 

 
 

別図第４ 様式第７（事業所外運搬の場合は様式第７の２）の社外との報告・連絡箇所 

 

 

 

 

 

 

○国土交通省自動車 

局の組織改編に伴 

う読み替え 

 

　内閣府（内閣総理大臣）

（通報先:原子力災害対策・核物質防護課と同じ）

　内閣官房

　（内閣情報集約センター）

　内閣官房

　（内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付）

　内閣府

　　政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付

　国土交通省

　　総合政策局　技術安全課

　国土交通省　（事業所外運搬：陸上）

　　自動車局　環境政策課

　国土交通省　（事業所外運搬：海上）

　　海事局　検査測度課

　国土交通省　海上保安庁　横浜海上保安部

　　川崎海上保安署　救難課

　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　緊急事案対策室　

　原子力規制委員会　原子力規制庁　

　　川崎原子力規制事務所

　神奈川県　くらし安全防災局

　　総務危機管理室　（神奈川県災害対策本部）※

　神奈川県　警察本部

　　警備部　危機管理対策課

　神奈川県　川崎臨港警察署

　　警備課

　川崎市　総務企画局　危機管理室

　　　　　（川崎市災害対策本部）※

　川崎市　消防局

　　警防部　指令課

　川崎市　臨港消防署

　　警防課

　厚生労働省　労働基準局

　　川崎南労働基準監督署　安全衛生課

　浮島共同防災協議会

　　事務局

　東京都　総務局　総合防災部　防災計画課　

　　　　　（東京都災害対策本部）※

　大田区

　　総務部　防災危機管理課　計画担当

　警視庁　

　　警備部　災害対策課

　東京消防庁

　　総合指令室

：原子力災害対策特別措置法第２５条第２項に基づく応急措置の報告先等

（ファクシミリ送信及び電話によるファクシミリ着信の確認）

：ファクシミリ送信

　　　　　　　※ 災害対策本部等が設置されている場合に限る

  原子力技術研究所
  原子力災害対策本部

　内閣府（内閣総理大臣）

（通報先:原子力災害対策・核物質防護課と同じ）

　内閣官房
　（内閣情報集約センター）

　内閣官房
　（内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付）

　内閣府

　　政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付

　国土交通省

　　総合政策局　技術安全課

　国土交通省　（事業所外運搬：陸上）

　　物流・自動車局　環境政策課

　国土交通省　（事業所外運搬：海上）

　　海事局　検査測度課

　国土交通省　海上保安庁　横浜海上保安部

　　川崎海上保安署　救難課

　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　緊急事案対策室　

　原子力規制委員会　原子力規制庁　
　　川崎原子力規制事務所

　神奈川県　くらし安全防災局
　　総務危機管理室　（神奈川県災害対策本部）※

　神奈川県　警察本部
　　警備部　危機管理対策課

　神奈川県　川崎臨港警察署
　　警備課

　川崎市　総務企画局　危機管理室

　　　　　（川崎市災害対策本部）※

　川崎市　消防局

　　警防部　指令課

　川崎市　臨港消防署

　　警防課

　厚生労働省　労働基準局

　　川崎南労働基準監督署　安全衛生課

　浮島共同防災協議会

　　事務局

　東京都　総務局　総合防災部　防災計画課　

　　　　　（東京都災害対策本部）※

　大田区
　　総務部　防災危機管理課　計画担当

　警視庁　
　　警備部　災害対策課

　東京消防庁
　　総合指令室

：原子力災害対策特別措置法第２５条第２項に基づく応急措置の報告先等
（ファクシミリ送信及び電話によるファクシミリ着信の確認）

：ファクシミリ送信

　　　　　　　※ 災害対策本部等が設置されている場合に限る

  原子力技術研究所
  原子力災害対策本部


